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不利益処分 ／ 処分基準  個票（美郷町） 

 
＜個票情報＞ 

所 管 部 署 福祉保健課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3 月 31 日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 自立支援給付の不正利得に対する徴収 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 8条第 1項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 8条第 1項 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者か

ら、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができ

る。 

・「偽りその他不正の行為」とは、詐欺（刑法第２４６条）等が該当するが、必ず

しも犯罪に限らず、社会通念上不正行為と認められる行為を指す。 

・「自立支援給付を受けた者」とは、支給決定を受けた者であるかどうかを問わず、

本来受けることができない給付を受けた者すべてが該当する。 

参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 

行政手続法第１３条第２項第４号に該当し、適用除外 

備          考 

 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 
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不利益処分 ／ 処分基準  個票（美郷町） 

 
＜個票情報＞ 

所 管 部 署 福祉保健課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3 月 31 日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 介護給付費等の不正支給を受けた場合の返還命令 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 8条第 2項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 8条第 2項 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、のぞみの園、指定一般相談

支援事業者、指定特定相談支援事業者又は指定自立支援医療機関（以下「事業者等」

という。）が、偽りその他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、特定障害

者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は療

養介護医療費の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額につき

返還させるほか、その返還させる額に 100 分の 40 を乗じて得た額を支払わせるこ

とができる。 

 

（参考） 

・「指定障害福祉サービス事業者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第 36 条の規定により都道府県知事が指定する障害福祉サ

ービス事業を行う者をいう。 

・「指定障害者支援施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律第 38 条の規定により都道府県知事が指定する障害者支援施設をい

う。 

・「のぞみの園」とは、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平

成 14 年法律第 167 号）第 11 条第１号の規定により独立行政法人国立重度知的障

害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。 

・「指定一般相談支援事業者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律第51条の19の規定により都道府県知事が指定する一般相談支

援事業を行う者をいう。 

・「指定特定相談支援事業者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律第51条の20の規定により都道府県知事が指定する総合的に相

談支援を行う者をいう。 

・「指定自立支援医療機関」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第 59 条の規定により都道府県知事が指定する医療機関をいう。 
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参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 

 

備          考 

 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 
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不利益処分 ／ 処分基準  個票（美郷町） 

 
＜個票情報＞ 

所 管 部 署 福祉保健課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3 月 31 日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 職権による支給決定の変更 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 24 条第 2項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 24 条第 1 項・第

2 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 12 条、

第 16 条 

障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成

18 年厚生労働省令第 40 号） 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

１．職権により、介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害者の保護者につ

き、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの支給量を変更する必要が

あると認めるときは、次に掲げる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行規則第 12 条に規定する事項を勘案して支給決定の変更の決

定を行うことができる。 

(1) 障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）の障害支援区分又は障害の

種類及び程度その他の心身の状況 

(2) 障害者等の介護を行う者の状況 

(3) 障害者等に関する介護給付費等の受給の状況 

(4) 障害児が現に児童福祉法第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援

又は同法第 24 条の２第１項に規定する指定入所支援を利用している場合に

は、その利用の状況 

(5) 障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用

している場合には、その利用の状況 

(6) 障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等（第３号から前号

までに掲げるものに係るものを除く。）の利用の状況 

(7) 障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具

体的内容 

(8) 障害者等の置かれている環境 

(9) 障害福祉サービスの提供体制の整備の状況 

２．支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、障害支援

区分の変更の認定を行うことができる（障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第２４条第４項）。 

障害支援区分の変更の認定については、障害支援区分に係る市町村審査会によ

る審査及び判定の基準等に関する省令（平成２６年厚生労働省令第５号）第１条
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に掲げる状態区分により、市町村審査会の審査及び判定を経て決定する。 

参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 

行政手続法第１３条第２項第４号に該当し、適用除外 

備          考 

 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 
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不利益処分 ／ 処分基準  個票（美郷町） 

 
＜個票情報＞ 

所 管 部 署 福祉保健課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3 月 31 日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 支給決定の取消し 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 25 条第 1項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 25 条 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第 14 条 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２５条第１項

の規定により、次に掲げる場合には、支給決定を取り消すことができる。 

(1) 支給決定に係る障害者又は障害児が、指定障害福祉サービス、施設障害福祉サ

ービス及び基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認められる

とき。 

(2) 介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害者の保護者が、支給決定の有

効期間内に、本町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められる

とき（支給決定に係る障害者が特定施設に入所することにより本町以外の市町村

の区域内に居住地を有するに至ったと認められるときを除く。）。 

(3) 支給決定に係る障害者若しくは障害児又は障害児の保護者が、正当な理由なし

に障害程度区分の認定又は支給要否の決定（変更の認定又は決定を含む。）を行

うための調査に応じないとき。 

(4) 介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者が、介護給付費等

の支給又は支給決定の変更に係る申請に関し虚偽の申請をしたとき。 

参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 

行政手続法第１３条第２項第４号に該当し、適用除外 

備          考 

 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 
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不利益処分 ／ 処分基準  個票（美郷町） 

 
＜個票情報＞ 

所 管 部 署 福祉保健課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3 月 31 日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 指定事業者等に対する措置命令 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 49 条第 4項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 49 条第 1 項・第

2 項・第 4項 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

(1) 町長は、指定障害福祉サービス事業者が、次の①～③に掲げる場合に該当する

と認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、①～

③に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 

 ① 当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につ

いて法第４３条第１項の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準

を遵守すること。 

 ② 法第４３条第２項の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び

運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をして

いない場合 当該基準を遵守すること。 

 ③ 法第４３条第４項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該

便宜の提供を適正に行うこと。 

(2) 町長は、指定障害者支援施設等の設置者が、次の①・②に掲げる場合に該当す

ると認めるときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、

①・②に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 

 ① 指定障害者支援施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について法第

４４条第１項の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守す

ること。 

 ② 法第４４条第２項の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に

関する基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営をしていない

場合 当該基準を遵守すること。 

(3) 町長は、(1)又は(2)の勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその

勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、

その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

参 考 資 料 
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聴聞・弁明手続 

 

備          考 

（秋田県）市町村への権限移譲の推進に関する条例別表第 12 第 3 号により美郷町

に権限移譲 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 
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不利益処分 ／ 処分基準  個票（美郷町） 

 
＜個票情報＞ 

所 管 部 署 福祉保健課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3 月 31 日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 指定障害福祉サービス事業者の指定の取消し等 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 50 条第 1項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 50 条第 1項 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

町長は、次の(1)～(12)のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福

祉サービス事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一

部の効力を停止することができる。 

(1) 指定障害福祉サービス事業者が、法第３６条第３項第４号から第５号の２ま

で、第１２号又は第１３号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(2) 指定障害福祉サービス事業者が、法第４２条第３項の規定に違反したと認めら

れるとき。 

(3) 指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知

識若しくは技能又は人員について、法第４３条第１項の条例で定める基準を満た

すことができなくなったとき。 

(4) 指定障害福祉サービス事業者が、法第４３条第２項の条例で定める指定障害福

祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サ

ービスの事業の運営をすることができなくなったとき。 

(5) 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があ

ったとき。 

(6) 指定障害福祉サービス事業者が、法第４８条第１項の規定により報告又は帳簿

書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報

告をしたとき。 

(7) 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、

法第４８条第１項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定によ

る質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係るサービス事業所

の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障

害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

(8) 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により指定障害福祉サービス事業

者の指定を受けたとき。 

(9) (1)～(8)に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その

他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの
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法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 

(10) (1)～(9)に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サ

ービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

(11) 指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうち

に指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき

前５年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があ

るとき。 

(12) 指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定

の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前５年

以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

 

参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 

 

備          考 

（秋田県）市町村への権限移譲の推進に関する条例別表第 12 第 4 号により美郷町

に権限移譲 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 
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不利益処分 ／ 処分基準  個票（美郷町） 

 
＜個票情報＞ 

所 管 部 署 福祉保健課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3 月 31 日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費の支給決定の取消し 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10第 1項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 51 条の 10 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第 26 条の 6 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

 地域相談支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支

援給付決定を取り消すことができる。 

(1) 地域相談支援給付決定に係る障害者が、指定地域相談支援を受ける必要がなく

なったと認めるとき。 

(2) 地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内に、本町

以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき（地域相談支援給

付決定に係る障害者が特定施設に入所することにより本町以外の市町村の区域

内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。）。 

(3) 地域相談支援給付決定に係る障害者が、正当な理由なしに法第５１条の６第２

項及び第５１条の９第３項において準用する法第２０条第２項の規定による調

査に応じないとき。 

(4) 地域相談支援給付決定障害者が法第５１条の６第１項の規定による地域相談

支援給付決定又は第５１条の９第１項の規定による地域相談支援給付決定の変

更の申請に関し虚偽の申請をしたとき。 

参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 

行政手続法第１３条第２項第４号の規定に該当し、適用除外 

備          考 

 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 
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不利益処分 ／ 処分基準  個票（美郷町） 

 
＜個票情報＞ 

所 管 部 署 福祉保健課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3 月 31 日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 指定特定相談支援事業者に対する措置命令 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の28第 4項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 51 条の 28 第 2

項・第 4 項 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

(1) 町長は、指定特定相談支援事業者が、次に掲げる場合に該当すると認めるとき

は、指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれに定める措置をと

るべきことを勧告することができる。 

 ① 指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につ

いて「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」（平成２４年厚生労働

省令第２８号）で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守するこ

と。 

 ② 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」（平成２４年厚生労働省

令第２８号）で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適

正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守する

こと。 

 ③ 法第５１条の２４第３項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 

当該便宜の提供を適正に行うこと。 

(2) 町長は、(1)の勧告を受けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくて

勧告に係る措置をとらなかったときは、指定相談支援事業者に対し、期限を定め

て、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 

 

備          考 
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 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 
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不利益処分 ／ 処分基準  個票（美郷町） 

 
＜個票情報＞ 

所 管 部 署 福祉保健課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3 月 31 日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 指定特定相談支援事業者の指定の取消し等 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29第 2項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29第 2項 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、指定特定相談支援事業者の指

定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するこ

とができる。 

(1) 指定特定相談支援事業者が、法第５１条の２０第２項において準用する法第３

６条第３項第５号、第５号の２又は第１２号のいずれかに該当するに至ったと

き。 

(2) 指定特定相談支援事業者が、法第５１条の２２第３項の規定に違反したと認め

られるとき。 

(3) 指定特定相談支援事業者が、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知

識若しくは技能又は人員について、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する

基準」（平成２４年厚生労働省令第２８号）で定める基準を満たすことができな

くなったとき。 

(4) 指定特定相談支援事業者が、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」

（平成２４年厚生労働省令第２８号）で定める指定計画相談支援の事業の運営に

関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をすることができな

くなったとき。 

(5) 計画相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。 

(6) 指定特定相談支援事業者が、法第５１条の２７第２項の規定により報告又は帳

簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の

報告をしたとき。 

(7) 指定特定相談支援事業者又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者が、

法第５１条の２７第２項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規

定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定によ

る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る特定相談

支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、
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当該指定特定相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

(8) 指定特定相談支援事業者が、不正の手段により法第５１条の１７第１項第１号

の規定による指定特定相談支援事業者の指定を受けたとき。 

(9) (1)から(8)までの場合のほか、指定特定相談支援事業者が、この法律その他国

民の福祉に関する法律で施行令第２６条の１６で定めるもの又はこれらの法律

に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 

(10) (1)から(9)までの場合のほか、指定特定相談支援事業者が、計画相談支援に

関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

(11) 指定特定相談支援事業者の役員又はその特定相談支援事業所を管理する者の

うちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとする

とき前５年以内に計画相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があ

るとき。 

参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 

 

備          考 

 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 
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不利益処分 ／ 処分基準  個票（美郷町） 

 
＜個票情報＞ 

所 管 部 署 福祉保健課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3 月 31 日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 指定相談支援事業者に対する勧告措置命令 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の33第 3項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 51 条の 33 第 1

項・第 3 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 34 条の

61 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

(1) 法第５１条の３１第２項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届

出を受けた市町村長は、届出をした指定相談支援事業者（同条第４項の規定によ

る届出を受けた市町村長にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援

事業者を除く。）が、下記基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていない

と認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該基準に従

って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。 

 ① 指定を受けている事業所の数が１以上２０未満の指定相談支援事業者 法

令遵守責任者の選任をすること。 

 ② 指定を受けている事業所の数が２０以上１００未満の指定相談支援事業者 

法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保する

ための規程を整備すること。 

 ③ 指定を受けている事業所の数が１００以上の指定相談支援事業者 法令遵

守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程

を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。 

(2) 町長は、(1)の勧告を受けた指定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその

勧告に係る措置をとらなかったときは、指定相談支援事業者に対し、期限を定め

て、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 
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備          考 

 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 
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不利益処分 ／ 処分基準  個票（美郷町） 

 
＜個票情報＞ 

所 管 部 署 福祉保健課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3 月 31 日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 自立支援医療費の支給認定の取消し 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 57 条第 1項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 57 条 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第 34 条 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 57 条第１項の

規定により、次に掲げる場合には、支給認定を取り消すことができる。 

(1) 支給認定に係る障害者又は障害児が、その心身の障害の状態からみて自立支援

医療を受ける必要がなくなったと認められるとき。 

(2) 介護給付費等の支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者が、支給認定の有

効期間内に、本町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められる

とき（支給認定に係る障害者が特定施設に入所することにより本町以外の市町村

の区域内に居住地を有するに至ったと認められるときを除く。）。 

(3) 支給認定に係る障害者又は障害児が、正当な理由なしに報告又は文書その他の

物件の提出又は提示命令に応じないとき。 

(4) 支給認定を受けた障害児の保護者、障害者若しくは障害児の配偶者又は障害者

若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が、正当な理由

なしに報告又は文書その他の物件の提出又は提示命令に応じないとき。 

(5) 介護給付費等の支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者が支給認定又は

支給認定の変更に係る申請に関し虚偽の申請をしたとき。 

参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 
行政手続法第１３条第２項第４号の規定に該当し、適用除外 

備          考 

 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 
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不利益処分 ／ 処分基準  個票（美郷町） 

 
＜個票情報＞ 

所 管 部 署 福祉保健課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3 月 31 日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 障害福祉サービス事業等の制限、停止命令 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 82 条第 1項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 82 条第 1項 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

 町長は、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動

支援事業を行う者が、法第４章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれ

らに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しく

はその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたとき、又は身体障害者福祉法第

１８条の２、知的障害者福祉法第２１条若しくは児童福祉法第２１条の７の規定に

違反したときは、その事業を行う者に対して、その事業の制限又は停止を命ずるこ

とができる。 

参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 
 

備          考 

（秋田県）市町村への権限移譲の推進に関する条例別表第 12 第 8 号により美郷町

に権限移譲 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 
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不利益処分 ／ 処分基準  個票（美郷町） 

 
＜個票情報＞ 

所 管 部 署 福祉保健課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3 月 31 日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 障害福祉サービス事業等の廃止命令等 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 82 条第 2項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 82 条第 2項 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

 町長は、障害福祉サービス事業を行う者又は地域活動支援センター若しくは福祉

ホームの設置者が、法第４章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれら

に基づいてする処分に違反したとき、当該障害福祉サービス事業、地域活動支援セ

ンター若しくは福祉ホームが法第８０条第１項の条例で定める基準に適合しなく

なったとき、又は身体障害者福祉法第１８条の２、知的障害者福祉法第２１条若し

くは児童福祉法第２１条の７の規定に違反したときは、その事業を行う者又はその

設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善又はその事業の停止若しくは

廃止を命ずることができる。 

参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 

 

備          考 

 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 

 


